
平
成
九
年
人
事
院
規
則
九―

一
〇
二

人
事
院
規
則
九―

一
〇
二
（
研
究
員
調
整
手
当
）

人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
基
づ
き
、
研
究
員
調
整
手
当
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
研
究
員
調
整
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
適
用
除
外
職
員
）

第
二
条
　
給
与
法
第
十
一
条
の
九
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
が
一
級
の
職
員
と
す
る
。

第
三
条
　
削
除

（
研
究
員
調
整
手
当
と
地
域
手
当
と
の
調
整
）

第
四
条
　
研
究
員
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
う
ち
給
与
法
第
十
一
条
の
四
、
第
十
一
条
の
六
又
は
第
十
一
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
地
域
手
当
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
職
員
の
当
該
地
域
手
当
の
月
額
は
、
当
該
職
員
の
俸
給
、

俸
給
の
特
別
調
整
額
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
割
合
が
零
と
な
る
職
員
に
は
、
当
該
地
域
手
当
は
支
給
し
な
い
。

一
　
百
分
の
十
を
超
え
る
支
給
割
合
　
当
該
支
給
割
合
か
ら
研
究
員
調
整
手
当
の
支
給
割
合
を
減
じ
た
割
合

二
　
百
分
の
十
以
下
の
支
給
割
合
　
百
分
の
十
か
ら
研
究
員
調
整
手
当
の
支
給
割
合
（
給
与
法
第
十
一
条
の
八
の
規
定
に
よ
り
広
域
異
動
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
支
給
割
合
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
広
域
異
動

手
当
の
支
給
割
合
を
加
え
て
得
た
割
合
）
を
減
じ
た
割
合

（
端
数
計
算
）

第
五
条
　
給
与
法
第
十
一
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
研
究
員
調
整
手
当
の
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
を
も
っ
て
当
該
研
究
員
調
整
手
当
の
月
額
と
す
る
。
給
与
法
第
十
九
条
、
第
十

九
条
の
四
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
十
九
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
研
究
員
調
整
手
当
の
月
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
給
与
法
第
十
一
条
の
九
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
機
関
の
見
直
し
）

第
六
条
　
給
与
法
第
十
一
条
の
九
第
一
項
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
機
関
に
つ
い
て
は
、
五
年
ご
と
に
見
直
す
の
を
例
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
七
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
研
究
員
調
整
手
当
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
九―

一
〇
二―

一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
七
月
一
日
人
事
院
規
則
九―

四
〇―

一
一
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
九
日
人
事
院
規
則
一―

二
三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
二
五
日
人
事
院
規
則
一―

二
六
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
旧
法
再
任
用
職
員
に
係
る
再
任
用
及
び
再
任
用
の
任
期
の
更
新
の
状
況
の
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
人
事
院
規
則
一―

三
二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
九―

一
〇
二―

二
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
一
日
人
事
院
規
則
九―

一
〇
二―

三
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
人
事
院
規
則
九―

一
〇
二―

四
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

四
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
一
五
日
人
事
院
規
則
一―

四
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
二
月
二
日
人
事
院
規
則
九―

四
九―

三
七
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
五
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一―

五
四
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則
九―

一
〇
二―

五
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
三
〇
日
人
事
院
規
則
九―

一
〇
二―

六
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則
一―

七
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
五
条
中
規
則
一
六―

〇
第
三
十
四
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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